
①３月議会報告(その１)(ｱ)消費生活センター条例化。(ｲ)選挙制度(不在者投票)の一部が変わり

ます。 ②｢裾野市駐車場条例｣廃止へ反対しました。 ③マイナンバーの利用拡大に反対します。

④問題あり！裾野市墓地条例。 ⑤裾野市消防本部そばの遮蔽板が更新されます。

３月議会開催中です。3 月 11 日まで、来
年度予算について常任委員会の審査が行わ

れています。毎朝の広報無線で議会日程を

お知らせしています。傍聴にお出かけくだ

さい。

３月議会報告その１では、予算以外の議

案について報告します。

《裾野市消費生活センターの組織

及び運営等に関する条例を制定

することについて》
2015 年度の振り込め詐欺の被害想定額は

390億 5,000万円。高齢者の詐欺被害やイン
ターネットがらみの被害も増えています。

消費生活相談の最前線で活躍している消費

生活センターの体制の充実や、相談員のみ

なさんの待遇、処遇改善、研修について条

例に定めるものです。

これまでは要綱に基づいて運営していま

３月議会報告 その１

条例の審査や質疑された

ことなどの特集です

したが、本年４月施行の消費者安全法の一

部改正によって条例を定めることになりま

した。

市役所 1 階の右手奥にあります
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質疑のなかで、現在の裾野市消費生活セ

ンターは、相談員２人体制ですが、加えて

センター長と事務職員 1 人が配置され、消
費生活センターを強化していくことが答弁

されました。（全会一致で可決しました。）

消費生活に関する多種多様な困ったこと

があったら、市役所 1 階、右手奥の消費生
活センター（TEL995-1854、FAX995-1868）
へ相談しましょう。

選挙の制度が一部変わります

《指定病院等の不在者投票におけ

る外部立会人の報酬を定めるた

めの条例の一部改正》

都道府県の選挙管理委員会が指定した病

院、老人ホーム等（指定病院等）では、入

院・入所されている方が病院長等の不在者

投票管理者の下で投票を行うことができま

す。

ところが以前、指定病院等の不在者投票

で不正投票があり、選挙の公正な実施がで

きるよう公職選挙法等の一部改正が行われ

ました。

指定病院等の不在者投票で、選挙管理委

員会の選任した外部立会人を立ち会わせる

等の努力義務が設けられ、立会人を非常勤

の特別職の地方公務員とするための、費用

弁償の額（1 回・10,700 円、立ち会いに従

事した時間が 7 時間を越えないときは、勤
務１時間につき 1,258 円を支給。）が示され
ました。

市内の指定病院等の件数は 5 施設。国政
選挙での、外部立会人に関する経費は国費

で措置されます。

今年の７月の参議院選挙で、指定病院等

ではどのような対応がされるのでしょうか。

《裾野市駐車場条例を廃止するこ

とについて》
平成 25 年 3 月に駅前駐車場が廃止をさ

れ、現在、具体的に駐車場設置の計画がな

いことで、駐車場の条例を廃止する議案が

出されました。

公共交通整備の遅れている市にとって、

駅前の駐車場は、JR を利用する市民にとっ
て、また、商店街で買い物をする市民にと

っても大変大切なものでした。廃止が決定

されてから、その後廃止されてからも、多

くの市民の方から問い合わせもあり、議会

でも何人もの議員が、この問題を取り上げ

て設置を強く要望してきました。

駅西区画整理事業の中で、この駐車場用

地を確保しなかったことが大きな問題です。

今後、西区域内で考えていきたいというこ

とのようですが、具体的にはなっていませ

ん。今回、裾野市営駐車場条例を廃止する

ことは、益々市営駐車場の設置が遠のくこ

とが強く危惧されることから反対をしまし

た。



《裾野市行政手続きにおける特定

の個人を識別するための番号の

利用及び特定個人情報の提供に

関する法律に基づく個人番号の

利用及び特定個人情報の提供に

関する条例の一部を改正すること

について》
マイナンバー利用に関する今回の条例は、

12 月議会において制定された条例に市独自
の利用を加えるものです。市がマイナンバ

ーを独自に利用する事務「独自利用事務」

を追加する場合や市役所内でマイナンバー

を利用した情報の連携を行うための条例で

す。

マイナンバー制度につきましては、これ

までも多くの問題が報告されており、一貫

して反対をしてきました。本格スタートし

た今年に入っても問題続きの制度です。

個人番号カードの申請をインターネット

で行った為と考えられる、顔写真と住所・

氏名が一致しないカードが発行され、自治

体から２桁に上る問い合わせが機構にあっ

たということで大変な問題です。

また、機構のシステム不具合が何度も起

き、浜松市では個人番号カード発行を一時

延期しました。京都市に至っては、マイナ

ンバー制度の全国システムにトラブルが相

次ぎ、個人番号カードの交付に大幅な遅れ

が生じているとして、システムを管理する

地方公共団体情報システム機構に対して 2
月 19日、文書で改善を要請する事態も報告
されています。

こんな機構の状態で、個人情報が守られる

とは到底考えられません。今回の条例で、

庁舎内連携によって個人情報の流出の危険

が増してくることも懸念されます。

これからも様々な情報が紐づけされよう

とする中で、一度番号が流出してしまった

ら取り返しのつかないことになります。そ

こにあるのは少しの行政の効率化、住民の

利便性と引き換えに出来ないことであると

考えます。

見切り発車の形で始まったマイナンバー

制度は、見直し・廃止すべきもので反対を

しました。

《裾野市墓地条例の一部を改正

することについて》
今回、提出された条例の一部改正は、墓

地を使用することの資格を、現在は裾野市

民、市内の事業所に勤務している市外在住

者に限定していたものを、「沼津市、三島市、

御殿場市、長泉町、清水町又は小山町に住

民票を有する者」を加えるものです。

他市の市営墓地も、墓地使用者は、市民、

市内勤務者に限定しています。何故今回の

変更が出されてきたのでしょうか。そこに

は、墓地の販売が思うように進まないこと

にあります。

市営墓地は、市民要望から始められた経

緯があるようですが、第９号墓域まで全

2,000区画の計画になっています。現在、第
３墓域までで、110区画残（896区画中）の
状況で、２７年度一般会計補正予算（第５

回）で 893 万円が一般会計から拠出されま
した。



償還金(返済金)返済のために第９号墓域 2,000 区画販売の計画をやめるわけにいかないと
いうことですが、市外在住者に資格を広げても解決そのものには繋がらないと思います。計

画そのものに無理はないのか、きちんと検証し見直しの必要があると考えます。

遮蔽板が大

きな穴だら

けで役にた

っていませ

んでした。

新しく更新

されます。

裾野市消防本部そばの損遮蔽板が更新されます
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この枠は｢全損｣ですね。

決まった高さが破損しています左端の枠の破損がひどいですね

この場所に

遮蔽板は

あります
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